
地震に対する四国地方整備局の取り組み

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議
平成１７年６月９日（木）に、香川県高松市内のホテルにおい

て、国の地方出先１５機関及び四国４県の防災担当部局が出席し、
第一回四国東南海・南海地震対策連絡調整会議を開催。

国や地方公共団体の防災関係機関
が実施するハード対策やソフト対策
を連携、調整し、より計画的、効果
的に実施することにより、いつ起こ
るかもしれない東南海・南海地震に
よる被害を軽減し、被災後において
も速やかな対応、復旧ができること
を目的として、四国地方整備局を事
務局として本会議を設立しました。

○東南海・南海地震では広域かつ甚大な被害が想定されていることから、国や地方公共団体等の
防災関係機関が、広域的に連携し、相互に応援、協力することが重要な課題となっています。

○連絡調整会議では、事務局の四国地方整備局長の挨拶の後、意見交換が行われ、「情報共有」、
「広域連携」、「津波対策」の３つの専門部会を設置し、地震発災後の被災情報の収集・共有、
緊急輸送路などの防災対策基盤整備の効果的な推進、沿岸地域における地震・津波対策等につい
て検討を進めていくことが確認されました。

○また、防災関係機関の連携及び、災害対策活動に対する事前点検を目的とした広域合同演習を
今秋に実施する方向で調整を進めていくことも確認されました。

○今後は、各専門部会並びに幹事会において検討を進め、今年度末には中間報告を予定をしてい
ます。
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